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議事日程第 ２ 号                               

 

令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会３月定例月議会議事日程 

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

議会期間（令和８年２月２６日から同年３月２６日まで２９日間） 

 

日程第 １   発議第 ２ 号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   議員提出議案第 １ 号  大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

日程第 ３   議員提出議案第 ２ 号  大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末 

               手当に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４   議案第 ２ 号  大阪狭山市犯罪被害者等支援条例について 

日程第 ５   議案第 ３ 号  大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例について 

日程第 ６   議案第 ４ 号  大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改 

               正する条例について 

日程第 ７   議案第 ５ 号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

               条例について 

日程第 ８   議案第 ６ 号  大阪狭山市行政手続条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

日程第 ９   議案第 ７ 号  大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０  議案第 ８ 号  大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

日程第１１  議案第 ９ 号  大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別する 

               ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号 

               の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

日程第１２  議案第１０号  大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

               について 

日程第１３  議案第１１号  大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１４  議案第１２号  大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を改正 

               する条例について 
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日程第１５   議案第１３号     大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正 

               する条例について 

日程第１６  議案第１４号  工事請負変更契約の締結について 

日程第１７  議案第１５号  市道路線の認定について 

日程第１８  議案第１６号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 

               １１号）について 

日程第１９  議案第１７号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第５号）について 

日程第２０  議案第１８号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事 

               業勘定）補正予算（第５号）について 

日程第２１  議案第１９号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４号）について 

日程第２２  議案第２０号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市半田財産区特別会計

補正予算（第２号）について 

日程第２３  議案第２１号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計

補正予算（第２号）について 

日程第２４  議案第２２号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計補正

予算（第２号）について 

日程第２５  議案第２３号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計予算につい

て 

日程第２６  議案第２４号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会

計（事業勘定）予算について 

日程第２７  議案第２５号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事 

               業勘定）予算について 

日程第２８  議案第２６号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別

会計予算について 

日程第２９  議案第２７号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計

予算について 

日程第３０  議案第２８号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市半田財産区特別会計

予算について 
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日程第３１  議案第２９号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市東野財産区特別会計 

予算について 

日程第３２  議案第３０号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計

予算について 

日程第３３  議案第３１号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市岩室財産区特別会計

予算について 

日程第３４  議案第３２号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市茱 木財産区特別会

計予算について 

日程第３５  議案第３３号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市下水道事業会計予算

について 

日程第３６  議案第３４号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 

               １号）について 

日程第３７  議案第３５号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 

               ２号）について 

日程第３８  議案第３６号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第３９  議案第３７号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事 

               業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第４０  請願第 １ 号  市議会への請願、陳情等の規定改善の請願について 

日程第４１  要望第 １ 号  狭山池周回道路「一部通行止め」開放についての要

望について 

日程第４２  要望第 ２ 号  近畿大学行き（急行バス）の時刻表改定についての

要望について 

日程第４３   陳情第 １ 号    大阪狭山市議会議員定数削減についての陳情につい 

               て 
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発議第 ２ 号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規定

により、下記のとおり会議録署名議員を指名する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市議会議長 松 井 康 祐  

 

 

記 

 

 

             ２番  花田 全史 

             ３番  池永 裕樹 

 

  



5 

議員提出議案第 １ 号 

 

 

         大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一 

         部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭

山市議会規則第１号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 松 井 康 祐 様 

 

 

                 提出者 大阪狭山市議会議員 西 野 滋 胤 

                        同 上    中 井 勝 也 

                        同 上    中 野  学 
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   大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例（平成１４年大阪狭山市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

 

 「１４人」を「１２人」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 大阪狭山市議会の議員の定数については、令和８年４月１日以後初めてその期日

を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 
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議員提出議案第 ２ 号 

 

                                       

大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び 

期末手当に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

    

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会

議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第１４条第１項の規定に基づき、次

のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 松 井 康 祐 様 

 

 

                 提出者 大阪狭山市議会議員 北  好 雄 

                        同 上    北 村 栄 司 

                        同 上    鳥 山  健 
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   大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年

大阪狭山市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１９７．５、１２月に

支給する場合においては１００分の２１２．５」を「１００分の２０７．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ 号 

 

 

大阪狭山市犯罪被害者等支援条例について 

 

 

 大阪狭山市犯罪被害者等支援条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、 

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策

の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減

を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

⑶ 市民 市内に居住する者、市内で働く者又は学ぶ者をいう。 

⑷ 事業者 市内で事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

⑸  関係機関等 国、大阪府、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的又は民間の

団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

⑹  二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける

精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。 

（基本理念） 

第３条  犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている

状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのない

よう行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等による相互の連携及び

協力により推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を

踏まえ、必要な施策を策定し、及び推進しなければならない。 

（市民の責務） 
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第５条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその支援の必要性について理

解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮す

るとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力する

よう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその支援の必要性について

理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するとともに、市及び

関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければな

らない。 

（相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう

にするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図るものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとす

る。 

（見舞金の支給） 

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、市長

が必要と認める犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。 

（市民及び事業者への理解の促進） 

第９条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平

穏への配慮、二次的被害の発生防止の重要性等について、市民及び事業者の理解を

深めるよう広報及び啓発を行うものとする。 

（支援の制限） 

第１０条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯

罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等であって、犯罪被害者等の支援を行うことが

社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 
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この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ 号 

 

 

大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例について 

 

 

大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、大阪狭山市（以下「市」という。）の教育の振興に関し、保護者、

市民、学校園及び市の連携及び協働による社会総がかりで取り組むことについて、

その基本理念を定めることにより、未来に輝く教育のまちづくりを推進することを

目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 子ども １８歳未満の者をいう。 

 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するも

のをいう。 

 ⑶ 市民 市内に居住する者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業活動その他

の活動を行う者又は団体をいう。 

 ⑷ 学校園 小学校、中学校、認定こども園等をいう。 

 （基本理念） 

第３条 未来に輝く教育のまちづくりの推進は、次に掲げる基本理念に基づいて行わ

れなければならない。 

⑴ 生涯にわたり、誰もが家庭や地域社会、学校や職場といったそれぞれの場でか

かわりあい、相互に人格と個性を尊重し支えあい、多様なあり方を認めあいなが

ら幅広い知識や考え方を学びあうこと。 

 ⑵ 主体的に人とのネットワークを幅広く育み、つながりの力を大切に支えること。 

 ⑶ 前２号の自発的な活動を支援することにより、相互につながりを深めることで、 

人及び地域が輝くまちづくり及び教育をめざすこと。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念にのっとり、教育の振興に関する施策を総合的かつ計

画的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、前項の規定により策定する施策に市民の意見を十分に反映させるよう努 

め、その実施に当たっては、より多くの理解と協力を得るよう努めるものとする。 
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３ 市は、保護者、市民及び学校園がそれぞれの役割を果たすことができるよう、必

要な支援に努めるものとする。 

４ 市は、第８条の規定により、連携及び協働が図られるよう総合的な調整を行うも

のとする。 

 （保護者の役割） 

第５条 保護者は、家庭が子どもの健やかな育ちの基盤であることから、教育の第一

義的責任を有する者として、子どもの発達の過程に応じて生きる力を育むことがで

きるよう努めるものとする。 

 （市民の役割） 

第６条 市民は、教育への関心と理解を深めるとともに、教育の振興に関する施策に

協力するよう努めるものとする。 

 （学校園の役割） 

第７条 学校園は、一人ひとりの子どもが成長や発達の過程に応じて、主体的に学び、

将来、社会において自立的に生きるための基礎を培うことができるように努めるも

のとする。 

２ 学校園は、子どもの安全を確保するとともに、子どもが安心して学び、及び育つ

ことができる環境づくりに努めるものとする。 

 （連携及び協働） 

第８条 保護者、市民及び学校園は、前３条に規定する役割を果たすに当たっては、

相互に連携し、及び協働するよう努めるものとする。 

 （意見情報の共有） 

第９条 市は、教育の振興に関する施策について説明をする責任を果たすため、教育

に関する情報を積極的に提供するものとする。 

２ 市は、子どもの最善の利益を実現するために、子どもの意見を尊重し、これを聴

き取るとともに、保護者、市民の意向を的確に把握し、教育の振興に関する施策に

適切に反映させるよう努めなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 



16 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ 号 

 

 

大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例の一部 

を改正する条例について 

 

 

大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり提出す

る。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

  

大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年大阪狭山市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

   

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし

書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を

「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」

を削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号

を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を 

「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「１１，３００

円」を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，５００円」に、 

「９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８４０円」

に改める。 

     

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」

という。）第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に

支給すべき事由の生じた新条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」

という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４

条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条

第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日

前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお

従前の例による。 
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議案第 ５ 号 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

  一般職の職員の給与に関する条例（昭和４４年大阪狭山市条例第１０号）の一部 

を次のように改正する。 

  

  第１０条の２中「できる」の次に「。」を加える。 

   第１７条中第７項を第８項とし、同条第６項中「自動車等」の次に「及び駐車場

等」を加え、同項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、同条第４項中「最

初の月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定め

る場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第５項とし、同条第３項中「及

び前項第２号」を「、第２項第２号」に改め、「定める額」の次に「及び前項第１号

に定める額」を加え、「同項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

２項第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項第２号中「次に掲げる職員の区分に

応じ、」を削り、「それぞれ次に」を、「６６，４００円を超えない範囲内で自動車等

の使用距離の区分に応じて規則で」に改め、同号アからスまでを削り、同項の次に

次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その

所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第７項

において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とす

るもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範 

囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

  第３１条を第３２条とし、第３０条の次に次の１条を加える。 

   （給与の特例） 

 第３１条 大阪府教育委員会等の職員又は大阪府立学校若しくは大阪府市町村立学

校の教職員から引き続き大阪狭山市教育委員会に採用された職員の給料について

は、必要がある場合には、第３条から第１０条の２までの規定にかかわらず、大

阪狭山市教育委員会に採用される前に受けていた当該職員の給与との均衡を失し 
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ないよう別に決定することができる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （大阪狭山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 大阪狭山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大阪狭 

山市条例第９号)の一部を次のように改正する。 

  第２４条第２項中「第１７条第２項から第６項まで」を「第１７条第２項から第

８項まで」に改める。 

 

  



22 

議案第 ６ 号 

 

 

         大阪狭山市行政手続条例の一部を改正する条例 

         について 

 

 

 大阪狭山市行政手続条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市行政手続条例（平成１２年大阪狭山市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該

行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、

同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１

項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載

した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）

を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとと

もに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公

示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をするこ

とができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合において

は、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達

したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を、

「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、

「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項、」を「第１５条第３項及び第４項、」に、「「同項第３

号及び」を「同条第４項中「第１項第３号及び」に、「「同項第３号」」を「「第２８条

第１項第３号」」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後

段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪狭山市行政手続条例（以下「新条例」という。）第  

１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例又は他の条例において準用する場

合を含む。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にする

通知について適用し、施行日前にした通知については、なお従前の例による。 
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議案第 ７ 号 

 

                                       

大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例につ 

いて 

    

 

大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市市税条例（昭和４０年大阪狭山市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第９条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。

以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を

加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつ

てする」に改める。 

 第９条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」

という。）」を「施行規則」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則

第１条第１２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大阪狭山市市税条例第９条の規定は、前条に掲げる

規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第 ８ 号 

 

 

大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例 

について 

 

 

大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市介護保険条例（平成１２年大阪狭山市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１７条第２項ただし書中「別に定める期限までに提出しなければならない。」を「こ

の限りでない。」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を

賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町

村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者（同法第

２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみな

された者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令

和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第

２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円

以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定

についての第８条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、

第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計

所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合

には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に

令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除
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して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第

１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得

金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 

 第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第 

  ３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に

ついては、同条第２項の規定によって計算した金額に１００，０００円を加えた額

によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及

び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計

所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、
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第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得

税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５０，０００円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等

の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和

７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額

として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別

措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１１条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第

１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる

者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法

の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。）で

あって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当

該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定に

より当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未
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満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以

下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００

円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収

入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７

年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表

第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求め

た別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合 

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である

場合 

  イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００   

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準  

に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が１００，０００円以下である場合 

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定す

る政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得

金額を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額
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から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により

当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して

得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、か

つ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被

保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 ９ 号 

 

 

大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別 

するための番号の利用等に関する法律に基づく 

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

る条例の一部を改正する条例について 

 

 

大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

 

大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

阪狭山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中７の項を９の項とし、６の項を８の項とし、５の項の次に次の２項を加

える。 

６ 市長 予防接種に関する事務であって規則で定めるもの 

７ 市長 健康増進事業に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２に次のように加える。 

６ 市長 予防接種に関する事

務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報、地方税関係情報、生活

保護関係情報、外国人生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給付等関係情

報、障害者関係情報及び予防接種に関す

る情報であって規則で定めるもの 

７ 市長 健康増進事業に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

住民票関係情報、地方税関係情報、生活

保護関係情報、外国人生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給付等関係情報

及び健康増進事業に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  



35 

議案第１０号 

 

 

大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する 

条例について 

 

 

 大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

  



36 

大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市国民健康保険条例（昭和３６年大阪狭山市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第１２条の２第１項を次のように改める。 

保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施

行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦

課額をいう。以下同じ。） 

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（国

民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦

課額をいう。以下同じ。） 

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９

条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につ

き算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号

に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課

額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て

支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第１２条の３第１項第１号イ中「、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金

等」を「及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等」に、「及び」を「、」

に改め、「（以下「介護納付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」と

いう。）」を加え、同号カ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子

育て支援納付金」に改め、同項第２号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を

「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第１６条の６の２第１項第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１６条の６の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特

定継続世帯」に改める。 
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第１６条の７第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第１６条の１１の次に次の５条を加える。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１６条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第２０条、

第２０条の３、第２０条の４及び第２０条の５の規定により子ども・子育て支援納

付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含

む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の

国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第２０条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）

及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１６条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額

に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した 

１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

２ 前項の場合において、同項の子ども・子育て支援納付金賦課額に１円未満の端数
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があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の１４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所 

 得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の１５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率における所得割の率 

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率における被保険者均等割の額 

⑶ １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるときは、

これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければ

ならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１６条の１６ 第１６条の１３の賦課額は、各年度において法第８２条の３第３項

の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第 

２９条の７第５項第１０号に掲げる額を超えることができない。 

第１９条第 1 項中「第１３条、第１６条の６の３」を「第１３条若しくは第１６条

の６の３」に改め、「第１６条の８の額」の次に「若しくは第１６条の１３」を加え、

「第２０条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額」を「次条第１項各号（同条第３項又は第４

項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若し

くは同条第５項各号に定める額」に改め、「第２０条の３第１項（同条第３項」の次に

「又は第４項」を加え、「第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞ

れ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第２０条の３第４項第１号」を「同条第５項」

に、「同条第６項」を「同条第７項又は第８項」に、「第２０条の４第１項各号（同条

第３項又は第４項」を「第２０条の４第１項各号（同条第３項から第５項まで」に、
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「若しくは同条第５項各号」を「、同条第６項各号」に、「同条第７項又は第８項」を

「同条第８項から第１０項まで」に、「定める額の算定は」を「定める額若しくは第

２０条の５第１項に定める額の算定は」に改め、同条第２項中「若しくは第１６条の

６の３の額若しくは第１６条の８」を「、第１６条の６の３、第１６条の８若しくは

第１６条の１３」に、「第２０条第１項各号に定める額」を「次条第１項各号に定める

額若しくは同条第５項各号に定める額」に改め、「第１６条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第２０条の３第４項第

１号」を「同条第５項」に、「若しくは同条第５項各号」を「、同条第６項各号に定め

る額若しくは第２０条の５第１項」に改める。 

第２０条第１項第１号中「次号及び第３号」の次に「並びに第５項」を加え、同項

第２号中「第２９条の７第５項第３号ロ」を「第２９条の７第６項第３号ロ」に改め、

同項第３号中「第２９条の７第５項第３号ハ」を「第２９条の７第６項第３号ハ」に

改め、同条第２項中「（同項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当た

り軽減額及び第３号の１人当たり軽減額）」及び「（「第１号の１人当たり軽減額、第２

号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減額」）」を削り、同条に次の２項を

加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、第１６条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額から、

それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１６条

の１６に定める賦課限度額を超えるときは、当該賦課限度額）とする。 

⑴ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じ

て得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びイ

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額を合算した額 
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ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

⑵ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に、国民健康保険法施行令第２９条の７第６項第３号

ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じること

とされた金額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当するもの以外のもの アに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及

びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

⑶ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に、国民健康保険法施行令第２９条の７第６項第３号

ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じること

とされた金額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発
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生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であつて前２号に該当するもの以外のもの ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

６ 第１６条の１５第２項及び第３項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決

定について準用する。この場合において、第１６条の１５第２項及び第３項の規定

中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

 第２０条の２中「及び前条第１項」を「、第１６条の６の４、第１６条の９及び第

１６条の１４並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。）及び同条第５項」に改める。 

 第２０条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」を

「第５項」に改め、「「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第２０条第１項各

号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」

を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１６条」とあるのは「第１６条の１５」と、第２項中「第

１６条第３項」とあるのは「第１６条の１５第３項」と読み替えるものとする。 

 第２０条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て
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支援納付金賦課額」と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第５項各号」

と、「第１６条」とあるのは「第１６条の１５」と、第６項中「第１６条第３項」と

あるのは「第１６条の１５第３項」と読み替えるものとする。 

 第２０条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８

号」に、「第５項に」を「第６項に」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」を

「第３２条の１０の３」に改め、同条第８項中「第５項及び第６項」を「第６項及び

第７項」に、「第５項中」を「第６項中」に、「第６項中」を「「第２０条第１項各

号」とあるのは「第２０条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、

第７項中」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を「第６項」に、

「前項」を「「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み

替えられた同条第１項各号」と、第７項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６

項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加

える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳

以上被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第１６条の１３」と、「第１６

条の６」とあるのは「第１６条の１６」と、第２項中「第１６条」とあるのは「第

１６条の１５」と読み替えるものとする。 

 第２０条の４に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育

て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８

歳以上被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第１６条の１３」と、「第

１６条の６」とあるのは「第１６条の１６」と、「第２０条第１項各号」とあるのは

「第２０条第５項各号」と、第７項中「第１６条第２項」とあるのは「第１６条の

１５第２項」と読み替えるものとする。 

 第２０条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額） 
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第２０条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合にお

ける当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額は、第１６条の１５の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割の保険料率に相当する額（第２０条第５項、第２０条の３第４項の規定

により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた

同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第

１０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該 

１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあつては、当該減額

後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第１６条の１５第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において、第１６条の１５第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と

読み替えるものとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

３ 前条の規定による改正後の条例第１６条の１６の規定は、令和９年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和８年度分の保険料については、第１６条の１６中

「各年度において国民健康保険法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた

日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第１０号に掲

げる額」とあるのは「国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第１０号に掲げる

額」と読み替えるものとする。 
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議案第１１号 

 

 

大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

 

 大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人
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大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市印鑑条例（平成４年大阪狭山市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１５条の２中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」

に改める。 

 

附 則 

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改

正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。 
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議案第１２号 

 

                 

大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を 

改正する条例について 

 

 

大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

      

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

                                    

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を改正する条例 

  

大阪狭山市子ども・子育て協議会条例（平成２５年大阪狭山市条例第２０号）の一 

部を次のように改正する。 

 

 第２条に次の１号を加える。 

 ⑹ こども計画 こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条第２項に規定す 

る市町村こども計画をいう。 

 第３条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ こども計画に関すること。 

 第４条第１項中「１５人」を「２０人」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１３号 

 

 

大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を 

改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例（昭和２８年大阪狭山市条例第３７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第２３条第２項中「算定した１時間当たりの費用の額」の次に「に３００円を加    

算した額」を加え、同条に次の２項を加える。 

３ 市長は、第１項に規定する保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

６条第１項に規定する被保護者である場合その他市長が必要と認める場合には、別

に定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することがで

きる。 

４ 前３項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の利用に関し必要な事項は、別

に定める。 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 

 令和７年９月１日に株式会社狭山工房を相手方として締結した大阪狭山市立第七小

学校増築工事請負契約について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する必要があ

るので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年大阪狭山市条例第１２号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  大阪狭山市立第七小学校増築工事 

 

２ 契 約 金 額  （変更前）￥１８３，０４０，０００－ 

          （変更後）￥１８６，０４５，２００－ 

          （増額分）￥３，００５，２００－ 

 

３ 契約の相手方  大阪府大阪狭山市池之原二丁目９６４番地の１ 

          株式会社狭山工房 

          代表取締役 山 林 直 樹 
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議案第１５号 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

 下記のとおり、市道路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律第 

１８０号）第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

認定する路線 

路 線 名 起       点 終       点 

茱 木９５号線 
茱 木七丁目１２６４番１４

地先から 

茱 木七丁目１２６４番１５

地先まで 

茱 木９６号線 
茱 木六丁目８９５番１９地

先から 

茱 木六丁目８９６番１地先

まで 

東茱 木１７号線 
東茱 木三丁目３７８番１３

地先から 

東茱 木三丁目３７８番７地

先まで 
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議案第１６号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予 

算（第１１号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第１１号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１７号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）補正予算（第５号）につい 

         て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第５号）を別案

のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１８号 

 

 

令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）補正予算（第５号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第５号）を別案のと

おり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１９号 

 

 

令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市後期高齢者医療 

特別会計補正予算（第４号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を別案のとおり提

出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２０号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市半田財産区特別 

         会計補正予算（第２号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市半田財産区特別会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２１号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別 

         会計補正予算（第２号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２２号 

 

 

令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計 

補正予算（第２号）について 

 

 

 令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計補正予算（第２号）を別案のとおり

提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２３号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計予算に 

ついて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

 



60 

議案第２４号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特 

別会計（事業勘定）予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２５号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

 



62 

議案第２６号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市後期高齢者医療 

特別会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

 



63 

議案第２７号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市池尻財産区特別 

会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 



64 

議案第２８号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市半田財産区特別 

会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市半田財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第２９号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市東野財産区特別 

会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市東野財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第３０号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市今熊財産区特別 

会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

  



67 

議案第３１号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市岩室財産区特別 

会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市岩室財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

  



68 

議案第３２号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市茱 木財産区特 

別会計予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市茱 木財産区特別会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

  



69 

議案第３３号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市下水道事業会計 

予算について 

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和

８年度（２０２６年度）大阪狭山市下水道事業会計予算を別案のとおり提出する。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

  



70 

議案第３４号 

 

 

         令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第１号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第３５号 

 

 

         令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第２号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

  



72 

議案第３６号 

 

 

         令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につい 

         て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案

のとおり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

  



73 

議案第３７号 

 

 

令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和８年

度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案のと

おり提出する。 

 

 

    令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 


